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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 複 数 の 担 当 者 を 時 間 帯 別 に 割 り 当 て た 勤 務 予 定 表 を 作 成 し て 記 憶 管 理 す る 勤 務 予 定 表 作
成 管 理 装 置 で あ っ て 、
　 複 数 の 担 当 者 を 時 間 帯 別 に 割 り 当 て た 勤 務 予 定 表 を 作 成 す る 作 成 手 段 と 、
　 こ の 作 成 手 段 に よ っ て 作 成 さ れ た 勤 務 予 定 表 を 構 成 す る 各 デ ー タ を 記 憶 管 理 す る 勤 務 予
定 記 憶 手 段 と 、
　 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 さ れ て い る 担 当 者 側 の 端 末 装 置 か ら 自 己 の 勤 務 予 定 の 確 認 要
求 を 受 け た 際 に 、 当 該 担 当 者 対 応 の 勤 務 予 定 デ ー タ を 前 記 勤 務 予 定 記 憶 手 段 か ら 読 み 出 し
て 要 求 元 の 端 末 装 置 に 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
　 担 当 者 側 の 端 末 装 置 か ら 勤 務 時 間 帯 の 変 更 依 頼 を 受 け た 際 に 、 変 更 依 頼 さ れ た 新 た な 時
間 帯 と 変 更 前 の 元 の 時 間 帯 に 基 づ い て 新 た に 勤 務 可 能 と な っ た 時 間 帯 と 勤 務 不 可 能 と な っ
た 時 間 帯 と を 勤 務 予 定 表 の 表 示 画 面 内 に 識 別 可 能 に 表 示 す る 表 示 手 段 と 、
　 を 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 勤 務 予 定 表 作 成 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 勤 務 予 定 記 憶 手 段 内 の 各 勤 務 予 定 デ ー タ は 、 少 な く て も 、 担 当 者 、 時 間 帯 、 状 態 区
分 の 各 項 目 を 有 し 、
　 前 記 担 当 者 対 応 の 勤 務 予 定 デ ー タ を 送 信 し た 後 に 、 こ の 担 当 者 側 の 端 末 装 置 か ら 勤 務 予
定 の 確 定 を 示 す 応 答 を 受 け た 場 合 に は 、 担 当 者 に よ る 確 認 済 み 状 態 を 示 す 状 態 区 分 に 変 更
し 、 勤 務 予 定 の 変 更 依 頼 を 受 け た 場 合 に は 、 変 更 依 頼 を 受 け 状 態 を 示 す 状 態 区 分 に 変 更 す
る 、
　 よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 1記 載 の 勤 務 予 定 表 作 成 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 担 当 者 対 応 の 勤 務 予 定 デ ー タ を 送 信 し た 際 に は 、 当 該 勤 務 予 定 デ ー タ に 対 応 す る 状
態 区 分 を 連 絡 済 み に 変 更 す る 、
よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 勤 務 予 定 表 作 成 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 勤 務 予 定 表 を 表 示 出 力 す る 際 に 、 各 勤 務 予 定 に 対 応 付 け て 前 記 状 態 区 分 の 内 容 を 勤 務 予



定 表 内 に 表 示 す る 、
よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 勤 務 予 定 表 作 成 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 担 当 者 側 の 端 末 装 置 か ら 自 己 が 属 す る グ ル ー プ に 対 す る 勤 務 予 定 の 確 認 要 求 を 受 け た 際
に 、 前 記 送 信 手 段 は 、 当 該 グ ル ー プ に 属 す る 各 担 当 者 毎 の 勤 務 予 定 デ ー タ を 前 記 勤 務 予 定
記 憶 手 段 か ら 読 み 出 し て 要 求 元 の 端 末 装 置 に 送 信 す る 、
よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 1記 載 の 勤 務 予 定 表 作 成 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 勤 務 予 定 表 の 表 示 画 面 は 、 各 担 当 者 を 配 置 し た 担 当 者 項 目 欄 と 各 時 間 帯 を 配 置 し た
時 間 帯 項 目 欄 と が 交 差 す る マ ト リ ッ ク ス 状 の 各 桝 目 部 分 に 、 勤 務 対 象 お よ び 業 務 内 容 を 示
す ア イ コ ン を 表 示 出 力 し た 画 面 で あ り 、
　 前 記 表 示 手 段 は 、 変 更 依 頼 さ れ た 新 た な 時 間 帯 と 変 更 前 の 元 の 時 間 帯 に 基 づ い て 新 た に
勤 務 可 能 と な っ た 時 間 帯 と 勤 務 不 可 能 と な っ た 時 間 帯 と を 勤 務 予 定 表 の 表 示 画 面 内 に 識 別
可 能 に 表 示 す る 際 に 、 勤 務 可 能 な 時 間 帯 を 示 す 第 1マ ー ク と 勤 務 不 可 能 な 時 間 帯 を 示 す 第
２ の マ ー ク と を 該 当 位 置 に 配 置 表 示 す る 、
　 よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 1記 載 の 勤 務 予 定 表 作 成 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 コ ン ピ ュ ー タ を 、
　 複 数 の 担 当 者 を 時 間 帯 別 に 割 り 当 て た 勤 務 予 定 表 を 作 成 す る 手 段 、
　 こ の 作 成 手 段 に よ っ て 作 成 さ れ た 勤 務 予 定 表 を 構 成 す る 各 デ ー タ を 記 憶 管 理 す る 手 段 、
　 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 さ れ て い る 担 当 者 側 の 端 末 装 置 か ら 自 己 の 勤 務 予 定 の 確 認 要
求 を 受 け た 際 に 、 当 該 担 当 者 対 応 の 勤 務 予 定 デ ー タ を 読 み 出 し て 要 求 元 の 端 末 装 置 に 送 信
す る 手 段 、
　 担 当 者 側 の 端 末 装 置 か ら 勤 務 時 間 帯 の 変 更 依 頼 を 受 け た 際 に 、 変 更 依 頼 さ れ た 新 た な 時
間 帯 と 変 更 前 の 元 の 時 間 帯 に 基 づ い て 新 た に 勤 務 可 能 と な っ た 時 間 帯 と 勤 務 不 可 能 と な っ
た 時 間 帯 と を 勤 務 予 定 表 の 表 示 画 面 内 に 識 別 可 能 に 表 示 す る 手 段 、
　 と し て 機 能 さ せ る た め の プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 作 成 手 段 に よ っ て 勤 務 予 定 表 を 作 成 し て い る 過 程 に お い て 、 予 め 担 当 者 別 に 登 録 さ
れ て い る 勤 務 条 件 を 参 照 す る こ と に よ っ て 担 当 者 毎 に 勤 務 条 件 に 適 合 す る か 否 か を 判 別 す
る 判 別 手 段 と 、
　 こ の 判 別 手 段 に よ っ て 勤 務 条 件 に 不 適 合 で あ る こ と が 判 別 さ れ た 際 に 、 そ の 条 件 不 適 合
を 報 知 す る 報 知 手 段 と 、
　 こ の 条 件 不 適 合 報 知 が 行 わ れ た 後 に 所 定 の 指 示 操 作 が 行 わ れ た 際 に 、 条 件 不 適 合 と 判 別
さ れ た 勤 務 予 定 を 有 効 デ ー タ と し て 処 理 し て 勤 務 予 定 表 の 作 成 を 継 続 す る 作 成 制 御 手 段 と
、
　 を 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 1記 載 の 勤 務 予 定 表 作 成 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 勤 務 条 件 は 、 所 定 期 間 当 た り の 最 大 労 働 時 間 、 所 定 期 間 当 た り の 休 日 数 、 勤 務 不 可
能 な 日 、 勤 務 不 可 能 な 時 間 帯 、 勤 務 可 能 な 日 、 勤 務 可 能 な 時 間 帯 を 示 す 各 条 件 の う ち 、 少
な く て も そ の 何 れ か １ つ の 条 件 で あ る 、 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ 記 載 の 勤 務 予 定 表 作 成
管 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 複 数 の 担 当 者 を 時 間 帯 別 に 割 り 当 て た 勤 務 予 定 表 を 作 成 し て 記 憶 管 理 す る 勤 務 予 定 表 作
成 管 理 装 置 と 各 担 当 者 所 持 の 携 帯 型 情 報 端 末 と が ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 さ れ て い る 勤
務 予 定 送 受 信 シ ス テ ム に お い て 、
　 前 記 作 成 管 理 装 置 は 、
　 複 数 の 担 当 者 を 時 間 帯 別 に 割 り 当 て た 勤 務 予 定 表 を 作 成 す る 作 成 手 段 と 、
　 こ の 作 成 手 段 に よ っ て 作 成 さ れ た 勤 務 予 定 表 を 構 成 す る 各 デ ー タ を 記 憶 管 理 す る 勤 務 予
定 記 憶 手 段 と 、
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　 何 れ か の 担 当 者 端 末 か ら 自 己 の 勤 務 予 定 の 確 認 要 求 を 受 け た 際 に 、 当 該 担 当 者 対 応 の 勤
務 予 定 デ ー タ を 前 記 勤 務 予 定 記 憶 手 段 か ら 読 み 出 し て 要 求 元 端 末 に 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
　 担 当 者 端 末 か ら 勤 務 時 間 帯 の 変 更 依 頼 を 受 け 付 け た 際 に 、 変 更 依 頼 さ れ た 新 た な 時 間 帯
と 変 更 前 の 元 の 時 間 帯 に 基 づ い て 新 た に 勤 務 可 能 と な っ た 時 間 帯 と 勤 務 不 可 能 と な っ た 時
間 帯 と を 勤 務 予 定 表 の 表 示 画 面 内 に 識 別 可 能 に 表 示 す る 表 示 手 段 と を 具 備 し 、
　 前 記 携 帯 型 情 報 端 末 は 、
　 前 記 作 成 管 理 装 置 に 対 し て 担 当 者 識 別 情 報 と 共 に 勤 務 予 定 の 確 認 要 求 を 送 信 す る こ と に
よ っ て 当 該 作 成 管 理 装 置 か ら 送 信 さ れ た 当 該 担 当 者 対 応 の 勤 務 予 定 デ ー タ を 受 信 す る 受 信
手 段 と 、
　 こ の 受 信 手 段 に よ っ て 受 信 し た 勤 務 予 定 デ ー タ を 表 示 す る 表 示 手 段 と 、
　 勤 務 予 定 の 勤 務 時 間 帯 を 変 更 す る 変 更 依 頼 を 行 う 際 に は 、 新 た な 時 間 帯 を 指 定 し て 前 記
作 成 管 理 装 置 に 送 信 す る 送 信 手 段 と
を 具 備 し た 、
　 こ と を 特 徴 と す る 勤 務 予 定 送 受 信 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 作 成 管 理 装 置 は 、 担 当 者 端 末 か ら 勤 務 時 間 帯 の 変 更 依 頼 を 受 け 付 け た 後 、 こ の 変 更
依 頼 に 伴 っ て 他 の 担 当 者 の 勤 務 予 定 デ ー タ を 変 更 す る 編 集 処 理 を 実 行 し た 際 に は 、 当 該 担
当 者 端 末 に 対 し て 変 更 後 の 勤 務 予 定 デ ー タ を 通 知 す る 、
よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ 記 載 の 勤 務 予 定 送 受 信 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 各 携 帯 型 情 報 端 末 側 は 、 前 記 勤 務 予 定 の 変 更 依 頼 を 行 わ な い 場 合 に は 、 勤 務 予 定 の
確 定 を 指 示 す る 確 定 応 答 あ る い は 勤 務 予 定 の 確 定 を 保 留 す る 保 留 応 答 を 行 う よ う に し た 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ 記 載 の 勤 務 予 定 送 受 信 シ ス テ ム 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 の 課 題 は 、 勤 務 予 定 表 を 作 成 管 理 し て い る 状 態 に お い て 、 担 当 者 か ら の 要 求 に 応
じ て 当 該 担 当 者 対 応 の 勤 務 予 定 デ ー タ を 要 求 元 に 送 信 す る こ と が で き 、 担 当 者 か ら の 変 更
依 頼 に 応 答 し て 勤 務 予 定 表 内 の 変 更 箇 所 を 明 示 で き る よ う に す る こ と で あ る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 前 記 作 成 手 段 に よ っ て 勤 務 予 定 表 を 作 成 し て い る 過 程 に お い て 、 予 め 担 当 者 別 に 登 録 さ
れ て い る 勤 務 条 件 を 参 照 す る こ と に よ っ て 担 当 者 毎 に 勤 務 条 件 に 適 合 す る か 否 か を 判 別 す
る 判 別 手 段 と 、 こ の 判 別 手 段 に よ っ て 勤 務 条 件 に 不 適 合 で あ る こ と が 判 別 さ れ た 際 に 、 そ
の 条 件 不 適 合 を 報 知 す る 報 知 手 段 と 、 こ の 条 件 不 適 合 報 知 が 行 わ れ た 後 に 所 定 の 指 示 操 作
が 行 わ れ た 際 に 、 条 件 不 適 合 と 判 別 さ れ た 勤 務 予 定 を 有 効 デ ー タ と し て 処 理 し て 勤 務 予 定
表 の 作 成 を 継 続 す る 作 成 制 御 手 段 と を 具 備 す る (請 求 項 ８ 記 載 の 発 明 )。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ３ 】
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　 請 求 項 １ ０ 記 載 の 発 明 （ 第 ２ の 発 明 ） は 、 複 数 の 担 当 者 を 時 間 帯 別 に 割 り 当 て た 勤 務 予
定 表 を 作 成 し て 記 憶 管 理 す る 勤 務 予 定 表 作 成 管 理 装 置 と 各 担 当 者 所 持 の 携 帯 型 情 報 端 末 と
が ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 さ れ て い る 勤 務 予 定 送 受 信 シ ス テ ム に お い て 、 前 記 作 成 管 理
装 置 は 、 複 数 の 担 当 者 を 時 間 帯 別 に 割 り 当 て た 勤 務 予 定 表 を 作 成 す る 作 成 手 段 と 、 こ の 作
成 手 段 に よ っ て 作 成 さ れ た 勤 務 予 定 表 を 構 成 す る 各 デ ー タ を 記 憶 管 理 す る 勤 務 予 定 記 憶 手
段 と 、 何 れ か の 担 当 者 端 末 か ら 自 己 の 勤 務 予 定 の 確 認 要 求 を 受 け た 際 に 、 当 該 担 当 者 対 応
の 勤 務 予 定 デ ー タ を 前 記 勤 務 予 定 記 憶 手 段 か ら 読 み 出 し て 要 求 元 端 末 に 送 信 す る 送 信 手 段
と 、 担 当 者 端 末 か ら 勤 務 時 間 帯 の 変 更 依 頼 を 受 け 付 け た 際 に 、 変 更 依 頼 さ れ た 新 た な 時 間
帯 と 変 更 前 の 元 の 時 間 帯 に 基 づ い て 新 た に 勤 務 可 能 と な っ た 時 間 帯 と 勤 務 不 可 能 と な っ た
時 間 帯 と を 勤 務 予 定 表 の 表 示 画 面 内 に 識 別 可 能 に 表 示 す る 表 示 手 段 と を 具 備 し 、 前 記 各 担
当 者 所 持 の 携 帯 型 情 報 端 末 は 、 前 記 作 成 管 理 装 置 に 対 し て 担 当 者 識 別 情 報 と 共 に 勤 務 予 定
の 確 認 要 求 を 送 信 す る こ と に よ っ て 当 該 作 成 管 理 装 置 か ら 送 信 さ れ た 当 該 担 当 者 対 応 の 勤
務 予 定 デ ー タ を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、 こ の 受 信 手 段 に よ っ て 受 信 し た 勤 務 予 定 デ ー タ を 表
示 す る 表 示 手 段 と 、 勤 務 予 定 の 勤 務 時 間 帯 を 変 更 す る 変 更 依 頼 を 行 う 際 に は 、 新 た な 時 間
帯 を 指 定 し て 前 記 作 成 管 理 装 置 に 送 信 す る 送 信 手 段 と を 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ １ 】
　 請 求 項 ８ 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 上 述 し た 請 求 項 １ 記 載 の 発 明 と 同 様 の 効 果 を 有 す る 他 、
複 数 の 担 当 者 を 時 間 帯 別 に 割 り 当 て た 勤 務 予 定 表 を 作 成 す る 過 程 に お い て 、 予 め 担 当 者 別
に 登 録 さ れ て い る 勤 務 条 件 を 参 照 す る こ と に よ っ て 担 当 者 毎 に 勤 務 条 件 に 適 合 す る か 否 か
を 判 別 し 、 条 件 に 不 適 合 で あ る こ と が 判 別 さ れ た 際 に 、 そ の 条 件 不 適 合 を 報 知 し 、 こ の 条
件 不 適 合 報 知 が 行 わ れ た 後 に 所 定 の 指 示 操 作 が 行 わ れ た 際 に 、 条 件 不 適 合 と 判 別 さ れ た 勤
務 予 定 を 有 効 デ ー タ と し て 処 理 し て 勤 務 予 定 表 の 作 成 を 継 続 す る よ う に し た か ら 、 原 則 的
に 勤 務 条 件 に 不 適 合 な 場 合 で も そ の 担 当 者 の 承 諾 を 得 て い る よ う な 場 合 、 た と え ば 、 原 則
的 に 休 日 勤 務 が 不 可 能 で あ っ て も 、 今 週 だ け は 勤 務 可 能 な 場 合 に は 、 そ の 条 件 を 設 定 し 直
す こ と な く 、 勤 務 予 定 表 の 作 成 を 継 続 す る こ と が で き 、 例 外 的 な 条 件 変 更 時 で も 素 早 く 対
処 す る こ と が 可 能 と な り 、 作 成 作 業 を 効 率 良 く 行 う こ と が で き る 。
　 こ の 場 合 、 勤 務 条 件 は 、 所 定 期 間 当 た り の 最 大 労 働 時 間 、 所 定 期 間 当 た り の 休 日 数 、 勤
務 不 可 能 な 日 、 勤 務 不 可 能 な 時 間 帯 、 勤 務 可 能 な 日 、 勤 務 可 能 な 時 間 帯 を 示 す 各 条 件 の う
ち 、 少 な く て も そ の 何 れ か １ つ の 条 件 で あ っ て も よ い (請 求 項 ９ 記 載 の 発 明 )。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 請 求 項 １ ０ 記 載 の 発 明 (第 ２ の 発 明 )に よ れ ば 、 作 成 管 理 装 置 は 、 複 数 の 担 当 者 を 時 間 帯
別 に 割 り 当 て た 勤 務 予 定 表 を 作 成 し て 記 憶 管 理 し て い る 状 態 に お い て 、 何 れ か の 担 当 者 端
末 か ら 自 己 の 勤 務 予 定 の 確 認 要 求 を 受 け た 際 に 、 当 該 担 当 者 対 応 の 勤 務 予 定 デ ー タ を 読 み
出 し て 要 求 元 端 末 に 送 信 し 、 担 当 者 端 末 か ら 勤 務 時 間 帯 の 変 更 依 頼 を 受 け 付 け た 際 に 、 変
更 依 頼 さ れ た 新 た な 時 間 帯 と 変 更 前 の 元 の 時 間 帯 に 基 づ い て 新 た に 勤 務 可 能 と な っ た 時 間
帯 と 勤 務 不 可 能 と な っ た 時 間 帯 と を 勤 務 予 定 表 の 表 示 画 面 内 に 識 別 可 能 に 表 示 し 、 各 担 当
者 所 持 の 携 帯 型 情 報 端 末 は 、 作 成 管 理 装 置 に 対 し て 担 当 者 識 別 情 報 と 共 に 勤 務 予 定 の 確 認
要 求 を 送 信 す る こ と に よ っ て 当 該 作 成 管 理 装 置 か ら 送 信 さ れ た 担 当 者 対 応 の 勤 務 予 定 デ ー
タ を 受 信 し て 表 示 し 、 勤 務 予 定 の 勤 務 時 間 帯 を 変 更 す る 変 更 依 頼 を 行 う 際 に は 、 新 た な 時
間 帯 を 指 定 し て 作 成 管 理 装 置 に 送 信 す る よ う に し た か ら 、 各 担 当 者 側 に あ っ て は 自 己 の 勤
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務 予 定 を 何 時 で も 何 処 で も 確 認 で き る と 共 に 、 そ の 変 更 依 頼 を 要 求 で き 、 勤 務 予 定 表 を 作
成 す る 管 理 者 に あ っ て は 、 勤 務 予 定 表 の 表 示 画 面 上 で 変 更 す べ き 箇 所 を 容 易 に 確 認 す る こ
と が で き 、 勤 務 予 定 表 の 一 部 を 確 実 に 編 集 す る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 こ の 場 合 、 作 成 管 理 装 置 は 、 担 当 者 端 末 か ら 勤 務 時 間 帯 の 変 更 依 頼 を 受 け 付 け た 後 、 こ
の 変 更 依 頼 に 伴 っ て 他 の 担 当 者 の 勤 務 予 定 デ ー タ を 変 更 す る 編 集 処 理 を 実 行 し た 際 に は 、
当 該 担 当 者 端 末 に 対 し て 変 更 後 の 勤 務 予 定 デ ー タ を 通 知 し た り (請 求 項 １ １ 記 載 の 発 明 )、
ま た 、 各 携 帯 型 情 報 端 末 側 は 、 勤 務 予 定 の 変 更 依 頼 を 行 わ な い 場 合 に は 、 勤 務 予 定 の 確 定
を 指 示 す る 確 定 応 答 あ る い は 勤 務 予 定 の 確 定 を 保 留 す る 保 留 応 答 を 行 う よ う に す れ ば （ 請
求 項 １ ２ 記 載 の 発 明 ） 、 さ ら に 利 便 性 な ど を 増 す こ と が で き る 。
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